
別紙２ 令和８年度　三種町国民健康保険事業計画

Ⅰ　令和８年度の運営方針及び重点事項
　　　１．運営方針
　　　　　当町の国民健康保険の被保険者数は、人口の減少に比例して年々減少傾向にある反面、医療の高度化と被保険者の高齢化に伴い、一人当たりの医療費は増加して
　　　　いくと見込まれる。また、国民健康保険事業収入に関しては、令和８年度においては前年度と比較して、所得の増の影響等から税収の増が見込まれる。こうした状
　　　　況を鑑み、被保険者の負担軽減を図りつつ国民健康保険財政の安定的な運営を推進していく。

　　　２．重点事項
　　　 （１）財政運営安定化の推進
       （２）医療費適正化対策の推進
　　　 （３）収納率向上対策の推進
       （４）被保険者資格の適用適正化の推進

Ⅱ　具体的な事業計画

保険者番号 保険者名

 　　 事　業　名  　　　　　　　　　事　業　計　画 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実　施　計　画  　財　  　源

　　　　　　　　　　　(目　的) 実施時期    　　　　　　　　  　　　　具  体　的　内  容
一般
会計

国保
特会

保健
事業

特対

［１］財政健全化対策
　１　財政状況 ・
        

      
（単位：千円）

   実質単年度収支
基金保有状況

   
　２　予算編成方針 6月 ・ ●

225,212

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

178,779 148,782 132,782

過去5年間の給付実績や直近の伸びを精査し、事業費納付金とその他
事業費と県支出金等の保険税以外の収入見込を行い、国保中央会によ
る税率試算システムを活用して適正な税率設定を行う。

R７年度（見込）
811 ▲ 56,700 ▲ 57,438 48,154

98,785
73,169

令和８年度においても、引き続き医療費適正化対策を推進し、歳出の抑
制を図る。また、収支を見極め、被保険者の負担軽減を図りつつ財政の
安定的な運営を推進していく。

０９２ 三種町

 (1)　実質単年度収支と基金保有状況

 (1)　医療費の状況と課税総額の適正算定
　増加傾向にある医療費の伸率や事業費納付
金、これに対する県支出金等を適正に見込
み、課税総額を算出のうえ税率を決定する。

　実質単年度収支について、令和６年度は、
税率改正等により48,154千円の黒字となっ
た。令和７年度は被保険者の負担軽減を図
り、税率を下げる改正を行ったが、73,169千
円の黒字となり、基金残高は225,212千円とな
る見込みである。
　令和８年度においては、再度税制改正を行
い、被保険者の負担軽減を図りつつ国民健康
保険財政の安定的な運営を推進する。
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・ ●

【改正案】

6月 ・ ● ●

・

・ ● ●

［２］適用適正化対策
　１　住基担当との 随時 ・
　　　連携推進

随時 ・

窓口対応時の書類確認の徹底を図り、「窓口業務マニュアル」に従っ
て適正な事務処理を行う。

関係各課（住基・税務担当課）と連絡を密にし、居所不明者の実態把
握に努め、「居所不明者事務処理要領」に従い適正な事務処理を行
う。

令和８年度において見込まれる所得から当該年度の国民健康保険税を
算定したところ税収の増が見込まれたことから、被保険者の負担軽減
を図りつつ国民健康保険財政の安定的な運営を推進していく観点か
ら、税率を改正する。

限度額
皆増

　原則として、法定分は100％を繰入れすると
ともに、法定外分については町の積極的な施
策分のみとし、やむを得ない場合を除き、税
率引き上げ回避を目的とした安易な繰入れは
行わないこととする。

一般会計繰入のうち、法定分（基盤安定、財政安定化、出産育児一時
金、事務費）については、基準額の100％を繰入れする。

均等割
平等割

今後も安定的な国保運営を進めるため、収支状況を見極めながら基金
の積み立てを行い、財政調整基金の適正規模の確保に努める。
（令和７年度末基金残高見込み　225,212千円）

　安定的な国保運営を進めるため、可能な限
り適正規模の確保に努めるものとする。

平等割
皆増

法改正に留意しながら保険税、国県補助金等の収入と保険給付費、拠
出金等の支出を適正に見極め、予算編成を行うものとする。

所得割
均等割
平等割
限度額

29,400円
21,900円

660,000円

Ｒ８

限度額

所得割
均等割

所得割

6,900円
260,000円

－

6,100円
限度額 170,000円

皆増

5.76%
課税区分

医療分

後期高齢者支援
金等分

子ども・子育て
支援納付金分

Ｒ７

－

－
－

3.84%
25,800円
19,900円

670,000円
2.56%

9,300円
0.96%

7,200円
5,500円

260,000円

0.20%

△1,400円
－

皆増

4,600円 △1,500円
170,000円 －

1,100円

1,400円
30,000円

増減
△ 1.92%pt
△3,600円
△2,000円
10,000円

△ 1.60%pt
△2,100円

 (2)　予算編成及び一般会計繰入方針

 (3)　国保財政調整基金の適正規模の確保

 (1)　適正な窓口業務の徹底

 (2)　居所不明者の実態調査と確認

9,000円 8,100円 △900円
平等割

18歳以上均等割 － 40円 皆増

介護納付金分

所得割 1.88% 0.96% △ 0.92%pt
均等割

- 2 -



　２  国民年金担当、 随時 ・
      年金事務所と
      の連携

・

［３］収入適正化対策
　１　適正賦課 随時 ・

6月 ・

　２　収納向上対策 随時 ・
・ R6年度　　現年分97.14％　滞納分31.16％
・ R7年度　　現年分98.15％　滞納分24.26％
・ R8年度目標

　　　　　現年分97.43％　滞納分24.01％

随時 ・
・ 口座振替等の利用促進を図る。
・ 納付窓口及び相談窓口の充実を図る。 ・ 勧奨通知により納税相談の利用促進を図る。

・ ● ●
・

・
・

・

4～5月 ・ ● ●
・

・

随時 ・ ● ●

年金異動届と同時に国保資格の適正な処理を行うため、年金担当との
連携を密にする。

収納率向上対策事業により会計年度任用職員1名を配置し、年間を通
じて収納事務及び滞納管理事務にあてる。

特別な事情がない滞納者に対しては、国民健康保険税滞納世帯審査会
に付し、療養の給付等に代えて特別療養費の支給対象とする。

広報等を利用し、口座振替・電子決済・コンビニ収納等、窓口納付以
外の納付方法についても引き続き周知し、利用促進を図る。

年金事務所から送付される「１号３号資格喪失者一覧表」を基に、国
保喪失届の勧奨通知を行う。

課税の公平性を担保するため、納税に対する誠意がみられず、特別な
理由もなく指導に応じない者に対しては、法令に従い粛々と滞納処分
を実施する。（預貯金調査等→差押え）

主要産業である農業の収入月として11月、また滞納繰越防止を図るた
め出納整理期間の4月、5月を「納税強化月間」とし、臨戸徴収を強化
する。また、4月、5月、10月、12月を『滞納整理強化月間』とし、滞
納整理を重点的に展開する。

住民税担当との連携を密にし、所得の未申告者の解消に努めるととも
に、遡及適用者及び所得の修正・更正者に係る賦課を適正に行う。

法改正に留意しながら課税総額を適正に見込み、予算編成方針に基づ
き適正な税率設定に努める。

滞納者の支払能力、支払意思に応じた効果的な滞納防止策を講じる。
（督促・催告→相談→分納誓約→法的対応）

収納率向上特別対策事業を活用して収納対策に取り組んできたが、R7
年現年分は前年より1.01ポイントの増、滞繰分については6.90ポイン
トの減となった。
今年度も、収納率向上特別対策事業を引き続き活用して、現年分の収
納率向上を重点的に行う。

累積滞納者と同様に、初期段階の滞納者に対する催告・納付交渉を重
点的に行うことにより、滞納繰越額の抑制を図る。

 (3)　滞納実態の分析と徴収計画の策定

 (4)　納税強化月間等の設定

 (1)　年金の資格異動時等における国保資格の突合

 (1)　所得の適正把握

 (2)　居所不明者の実態調査と確認

 (1)　収納率の向上（一般被保険者分）

 (2)　納期内納付の推進対策

公平・公正な課税を実施するため、未申告世
帯の解消に努める。

 (5)　滞納世帯への対応

滞納額の解消策として、滞納初期段階の者
（滞納予備軍）の収納促進に重点的に取り組
む。

滞納世帯の実態把握と滞納原因の分析によ
り、ケースに応じた効果的な対策を講じる。

「納税強化月間」及び「滞納整理強化月間」
を設定し、重点的に滞納整理活動を展開す
る。
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　特別療養費対象世帯　　13世帯（16人）　
　うち、子供がいる世帯　 1世帯

［４］医療費適正化 4月～ ・ ● ●
　　　対策

・

・

・ 財政効果額と割合の状況（1人当たり）
年度

金額（円）
割合（％）

4月～ ・１人当たり保険給付費の推移 （単位：円） ●
年度

療養給付費
療養費

高額療養費
全体

隔月 ・ ●

［５］保健事業の R4実績 ● ●
　　　推進 42.6%

4月～ ・ 受診率向上のため、一部負担金を無料化して受診勧奨を行う。
① ● ●

② ● ●

③ ● ●

※円未満四捨五入

2,993 2,693 2,455

特別な事情がない滞納者に対しては、国民健康保険税滞納世帯審査会
に付し、療養の給付等に代えて特別療養費の支給対象とする。

●R7年度末現在

453,631 445,835 483,966

レセプト点検調査実施計画を策定し、レセプト点検調査の充実強化を
図る。
秋田県国保連合会へレセプト２次点検を委託し、内容点検、特号審
査、縦覧点検を実施する。

第三者行為についてもレセプト点検や、新聞記事、被保険者本人から
の聴取により適正処理に努める。

R4実績 R5実績 R6実績
1,883 11,193 12,682
0.49 2.50 2.77

2ヵ月に1度、被保険者の健康に対する認識や医療費に対するコスト意
識を高めるため、医療費総額等を被保険者に通知する。　医療費の適正化を図るため、次の重点事項

の取り組みを通じて保健事業に取り組む。

R6実績 R7見込
383,526 376,574 407,150

67,111 66,568 74,361

R5実績 R6実績 R7見込 R8目標
44.9% 44.0% 42.5% 46.0%

法定項目に加え、町独自の上乗せ項目を設けることにより健診の魅力
を高め、かつ重症化防止につなげる。
※上乗せ項目：心電図、貧血、眼底、血清尿酸、血清クレアチニン

「医療機関方式」を最大限活用するため、集団健診申込者以外に対し
て受診券を一斉郵送交付し、受診の便宜を図る。

町集団健診結果の取りまとめ後、未受診者に対しタイプ別（10種類）
の通知により受診勧奨を行う（3回）。
※特定健診の一部負担金が「無料」であることの周知含む。

R5実績

 R7年度の１人当たり保険給付費（全体）は前年比（見込）8.55%増加
した。今後も、レセプトデータや健診データの分析を実施し、生活習
慣病予防対策や定期健診等の健康管理を重点的に行う。

 (1)　レセプト点検調査

 (2)　医療費分析

 (3)　医療費通知

 (1)　特定健診実施状況

 (2)　特定健診の受診率向上等
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④ ●

・

4月～ ・

4月～ ・ ● ●

9月～ ・ ● ●

4月～ ・ ● ●

8月～ ・ ● ●

8月～ ・ ● ●

9月～ ・ ● ●

8月 ・ ●

2月

4月～ ・ ● ●

町集団健診結果の取りまとめ後、未受診者に対しタイプ別（10種類）
の通知により受診勧奨を行う（3回）。
※特定健診の一部負担金が「無料」であることの周知含む。

特定健診の対象を法定の40歳以上から30歳以上に拡大し、若年世代か
らの健診の定着化及び健康意識の醸成を図る。

特定保健指導については、改善効果の期待できる層や必要度の高い層
を優先的に実施することとし、集団健診受診者は町保健師が実施、人
間ドック等受診者で委託可能な者については委託実施とする。

重複・多受診者への指導強化
  国保連合会から提供される重複・多剤リストを確認し、不適切な
ケースが確認された場合には、保健師と連携して指導を行う。

医療費分析により、生活習慣病未治療者・治療中断者、糖尿病重症化
予防に係る未治療者・治療中断者・保健指導対象者等を抽出し、対象
者へ適正な受診勧奨を実施する。

特定健康診査受診勧奨事業
特定健康診査を受診していない者を対象に、特定健康診査の受診を促
す。

特定保健指導事業
特定健康診査の結果から特定保健指導対象者を特定し、生活習慣や検
査値が改善されるように専門職による支援を面談や電話等で行う。

健診異常値放置者受診勧奨事業
特定健康診査の受診後、その結果に異常値があるにも関わらず医療機
関受診が確認できない対象者を特定し、通知により受診勧奨を行う。

生活習慣病治療中断者受診勧奨事業
かつて生活習慣病で定期受診をしていたが、その後定期受診を中断し
た対象者を特定し通知により受診勧奨を行う。

糖尿病重症化予防事業
かかりつけ医の判断により保健指導が必要と認められた者を対象に、
正しい生活習慣を身につけることができるように専門職より対象者に
6か月間の面談指導と電話指導を行う。

ジェネリック医薬品差額通知事業

レセプトデータから、ジェネリック医薬品の使用率が低く、ジェネ
リック医薬品への切り替えによる薬剤費軽減額が一定以上の対象者を
特定し、通知によりジェネリック医薬品への切り替えを促す。

R8年度では5.94％を見込んでいる。（当初予算ベース）
（保険税　375,100千円、　特定健診等事業費　22,271千円）

 (3)　適正受診（重複、多剤）等の指導状況

 (4)　疾病予防、重症化防止事業

 (5)　データヘルス計画の実施状況

 (6)　保険税収入に対する割合の状況
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［６］広報活動 7月 ・ ●
2月

・

7月 ・ ●

随時 ・ ●

7月 ・ ●

・ ●

［７］その他 8月 ・ ●

年4回 ・ ●

随時 ・ ●

年4回 ・

随時 ・

毎年開催される国保連主催の研修会に参加する。
（会長及び課長）

県、国保連合会及び県北地区協議会主催の研修会に積極的に参加し、
職員のスキルアップを図り、適正な事務処理に努める。

（制度全般、後発医薬品普及促進、高齢受給者向け等）

町広報誌による制度周知
　（国保税、医療費状況、財政状況、制度改正等）

ジェネリック医薬品を利用した場合の薬剤費及び自己負担額の軽減効
果を周知し、医療費の抑制を図る。

国保連合会へ差額通知作成業務を委託し、年2回（8月と2月）通知を
行う。（効果額300円以上対象）

希望カードの送付

毎年5月に前年度の事業実施状況について説明し、当町の現状を把握
してもらうほか、医療費の動向についても随時情報提供を行う。

税率改正、予算、条例改正等の重要案件については、国保運営協議会
に諮る。

委員に対して適宜情報提供を行う。
（医療費の状況、国保新聞配布等）

ジェネリック医薬品の希望を、医師・薬剤師に伝えやすくするための
「希望カード」を作成し、9月末の被保険者証年次更新時に、全加入
世帯に送付する。

広報や新規国保資格取得時の啓発パンフでジェネリック医薬品の経済
性及び安全性について周知を図り、利用率の向上を進める。

各種パンフレット等の配布

 (1)　ジェネリック医薬品の普及、利用推進

 (2)　国保制度の周知

 (1)　町長の国保事業への理解促進

 (3)　職員研修計画

 (2)　国保運営協議会の開催等
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別紙３ 前年度末被保数 2,895 市町村名 三種町

令和８年度当初予算額 一般被保数 2,895 保険者番号 92

退職被保数

歳  入 歳  出

予算額 予算額
(単位:千円) 一人当たり(円) (単位:千円) 一人当たり(円)

医 療 給 付 費 分 243,948 84,265 18,518 6,397

後 期 高 齢 者 支 援 金 分 94,015 32,475 療 養 給 付 費 1,212,050 418,670

介 護 納 付 金 分 26,309 9,088 療 養 費 7,858 2,714

子ども・子育て支援納付金分 10,828 3,740 小 計 1,219,908 421,384

計 375,100 129,568 高 額 療 養 費 218,333 75,417

医 療 給 付 費 分 － 高 額 介 護 合 算 療 養 費 300 104

後 期 高 齢 者 支 援 金 分 － 移 送 費 100 35

介 護 納 付 金 分 － 出 産 育 児 諸 費 3,002 1,037

計 0 － 葬 祭 諸 費 3,000 1,036

375,100 129,568 育 児 諸 費 0 0

1 0 そ の 他 1 0

1,442,957 498,431 計 1,444,644 499,013

保 険 者 努 力 支 援 分 10,673 3,687 療 養 給 付 費 －

特 別 調 整 交 付 金 分 11,997 4,144 療 養 費 －

都 道 府 県 繰 入 金 （ ２ 号 分 ） 44,773 15,466 小 計 0 －

特 定 健 康 診 査 等 負 担 金 4,418 1,526 高 額 療 養 費 －

計 71,861 24,822 高 額 介 護 合 算 療 養 費 －

0 0 移 送 費 －

5,232 1,807 計 0 －

1,520,050 525,060 4,318 1,492

0 0 1,448,962 500,505

56,904 19,656 一 般 被 保 険 者 分 287,499 99,309

32,589 11,257 退 職 被 保 険 者 分 －

450 155 計 287,499 99,309

0 0 一 般 被 保 険 者 分 105,755 36,530

50 17 退 職 被 保 険 者 分 －

－ 計 105,755 36,530

12,040 4,159 31,995 11,052

30,300 10,466 10,828 3,740

132,333 45,711 436,077 150,631

0 0 1 0

1 0 4,687 1,619

461 159 22,271 7,693

1 0 0 0

26,958 9,312

1 0

0 0

7,428 2,566

90,000 31,088

0 0

2 1

2,027,947 700,500

2,027,947 700,500 0
(単位：千円) (単位：円) (単位：千円) (単位：円)

国 庫 支 出 金

区　　　　分 区　　　　分

保
険
料
／
税

一般被保
険者分

総 務 費

退職被保
険者等分

計

連 合 会 支 出 金

審 査 支 払 手 数 料

一
般
会
計
繰
入
金

保 険 基 盤 安 定 （ 保 険 税 軽 減 分 ）

計

保 険 基 盤 安 定 （ 保 険 者 支 援 分 ）
医療給付

費分
未 就 学 児 均 等 割 保 険 料 繰 入 金

職 員 給 与 費 等

県
支
出
金

保険給付費等交付金（普通交付金）

保険給付
費等交付
金（特別
交付金）

退　職
被保険
者等分

財 政 安 定 化 基 金 交 付 金

そ の 他
計

産 前 産 後 保 険 料 繰 入 金
後期高齢
者支援金

等分出 産 育 児 一 時 金 等

財 政 安 定 化 支 援 事 業

そ の 他 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分

公 債 費

計 計

直 診 勘 定 繰 入 金 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金

基 金 等 繰 入 金
保健
事業
費

保 健 事 業 費

そ の 他 の 収 入 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費

繰 越 金

歳 入 計

歳 出 計

収 支 差 引 額

一
般
被
保
険
者
分保

険
給
付
費

介 護 納 付 金 分

国

民

健

康

保

健

事

業

費

納

付

金

健 康 管 理 セ ン タ ー 事 業 費

計

保 険 給 付 費 等 交 付 金 償 還 金

直 診 勘 定 繰 出 金

そ の 他 の 支 出

基 金 等 積 立 金

前 年 度 繰 上 充 用 金


